
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部

北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター

ポリテクセンター釧路



 

訓練の紹介 

電気システム科 6 ヶ月訓練 

一般住宅用電気工事や防災設備工

事の設計・工事・試験・検査に関する

技能及び関連知識を習得します。 

また、エレベータや交通信号機に代

表されるシーケンス制御に関する技

能及び関連知識を習得します。 

 

受講可能な資格（任意受験） 

・第二種電気工事士 

・消防設備士第４類 

 

ビジネスワーク科 6 ヶ月訓練 

事務の仕事についての知識を身につ

け、経理部門で必要となる商業簿記・コン

ピュータ会計による入出金処理、残高照

合、月次決算、代金回収チェックなど実務

の流れを習得します。 

 他、各種保険実務・給与計算・年末調整

等の一般総務実務、事務職全般に必要と

なるパソコンの応用技術まで、関連職種

に幅広く対応できる知識技能を習得しま

す。 

 

訓練中に取得可能な資格（任意受験） 

・日商簿記検定 3 級 

・全経簿記能力検定 2 級（商業簿記） 

・ワープロ技士（3 級・2 級） 

・表計算技士（3 級・2 級） 

 

求人に関するお問い合わせ 

1. 求人に関するお問い合わせは、就職相談員または各科

の指導員までお願いします。 

2. 求人を希望される場合は、巻末にあります「申込書」

に必要事項をご記入いただき、以下の書類をご持参ま

たは FAX・郵便にて送付願います。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 当センターが紹介する訓練受講者は、雇用関係助成 

の対象とはならないことを予めご承知おきください。 

求人申込必要書類 

① ポリテクセンター釧路 「求人申込書」 

② ポリテクセンター釧路 「求人票」 

または  

現在有効な「ハローワーク求人票」 

③ 「自己申告書」 

※現在有効なハローワーク求人票があれば不要です。 

 

〒084-0915 

釧路市大楽毛 4 丁目 5 番 57 号 

独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構北海道支部 

北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター 

ポリテクセンター釧路 

TEL:（0154）57-5938 FAX：（0154）57-8130 

TEL:（0154）57-5938


ＮＯ.1

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

電気関連
その他

正社員

設備
メンテナンス

業

正社員
契約社員

男

人と関わる仕事に携わってきた中で、得られたスキルの1つが
「コミュニケーション能力」です。地元を離れ、様々な経験を通し
て、自ら信頼関係を築いてまいりました。特に、接客業において
お客様との親密度を高めるために活かされたと感じています。
また老若男女問わず、臨機応変に会話をすることで「メンタル
面」の強さが身に付きました。

キャリアチェンジを考えた時、電気工事作業補助の経験がある
ことと電気工事士の仕事は需要があるということを知り、電気
関連の職種に就きたいと思いました。現在は、第二種電気工事
士の資格取得を目指し、長く勤められる電気業界への就職を
目標にしております。

長年にわたり、物流・輸送業に携わっておりました。これまでの
職務経験を通じて、チームワークの必要性やコミュニケーション
の重要性などを知り、培ってきました。
さらに業務を遂行する上で、一番大切なことは安全第一で仕事
に向き合う大切さだと実感しています。

今後は自身のこれまでの仕事の経験を活かしつつ、新たな職
場で自分の力を発揮したいと思っています。希望職種に就くべ
く第二種電気工事士をはじめ、様々な資格取得に向け勉強中
です。

中型自動車運転免許（8t限定）
大型自動車第二種免許
大型自動二輪車運転免許
大型特殊自動車第一種免許
けん引自動車第一種免許
乙種危険物取扱者第4類免許
移動式クレーン免許
玉掛け技能講習
フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー運転技能講習
車両系建設機械運転技能講習（整地用）
車両系建設機械運転技能講習（解体用）
酸素欠乏危険作業特別教育
石綿取扱作業従事者特別教育
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育
第四級アマチュア無線技士
全珠連珠算実務検定3級
全商簿記実務検定3級

物流・輸送業（35年）
建設業（3年）

接客業（10年）
テレフォンアポインター（4年）
リフトオペレーター（3年）
事務職（1年4ヶ月）

1 39 男

中型自動車運転免許（8t限定）
フォークリフト運転技能講習
玉掛け技能講習
石綿作業主任者技能講習
ガス溶接技能特例講習
酸素欠乏危険作業特別教育
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育
CS技能評価試験３級ワープロ技士
CS技能評価試験３級表計算技士
全工計算技術検定３級

釧路町

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

電気システム科　　　（令和7年2月3日入所、令和7年7月25日修了）

住　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

釧路市2 59



ＮＯ.2

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

電気システム科　　　（令和7年2月3日入所、令和7年7月25日修了）

住　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

拘らない

正社員

拘らない

正社員

男

中型自動車運転免許（8t限定）
フォークリフト運転技能講習
全経簿記能力検定3級
全経文書処理能力検定3級
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育

私は、主に医療・福祉の現場で長く働いてきました。利用者や
患者はもちろんのこと、そのご家族のニーズにも寄り添う力とコ
ミュニケーション能力を磨くことが出来たと自負しています。

コツコツと勉強することが好きで、常にチャレンジ精神を持ちな
がら、これまで資格取得等にも励んできました。

就職後はこれまでの経験を活かして、職場の仲間と円滑なコ
ミュニケーションを取り、顧客のニーズに応えて仕事をしていき
たいと考えています。

中型自動車運転免許（8t限定）
大型自動二輪運転免許
保育士資格
看護師免許
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育

郵便内務（7年）
障害者支援（6年）
病棟看護師（1年7ヶ月）

男

工場作業員(1年2ヶ月）
電気工事士見習い(3年5ヶ月)
印刷業(21年)
倉庫作業員(1年)

「目標達成まで、努力を惜しまずにコツコツとやり遂げることが
出来る」これが私の強みです。

電気業界で働いていた頃に、釧路市勤労青少年技能コンクー
ル大会（電気の部）で優勝することが出来ました。また、印刷業
界勤務時代には、工務部の立ち上げから工場の品質の向上、
生産スケジュール管理（営業・他部門との打ち合わせ）、取引
業者との価格交渉、業務改善のほか、部下の育成にも全力で
取り組みました。

工場勤務において、シーケンス等の知識がなく、資格を取得し
たいと考えていたので、現在は、職業訓練校の電気システム科
で、学びを深めております。

どんな場面でも責任感を持ち、積極的に業務に関わっていきた
いと考えております。

3 44釧路市

4 釧路市 47



ＮＯ.3

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

電気システム科　　　（令和7年2月3日入所、令和7年7月25日修了）

住　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

電気
・

設備関連

拘らない

電気工事士

正社員

営業職（10年）
管理職（ 8年）
漁業 　（ 3年）

これまでの仕事経験を通して、周りとの協調性を大事にしてき
ました。自分の強みは物怖じしないことです。初対面の人とも
円滑なコミュニケーションを取ることができ、人と話すことに苦
手意識はありません。また、仕事に従事する上では、常に目標
を持ち、それをやり遂げることが大切だと思っております。

現在は、ポリテクセンター釧路の電気システム科にて第二種電
気工事士の資格取得に向けて日々訓練に励み、技術習得の
ために学ばせていただいております。電気の訓練は、覚えるこ
とはたくさんあるけれど、とてもやりがいを感じられる充実した
時間です。しっかりと資格を取得し、ここで学んでいることを活
かして、社会に貢献していけたらと思っております。

6 釧路市 44 男

普通自動車運転免許
大型自動車第一種運転免許
大型特殊自動車免許
移動式クレーン免許
玉掛け技能講習
ガス溶接技能講習
アーク溶接特別教育
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育

これまで営業職や倉庫業など、幅広い業種で経験を積んでま
いりました。様々な環境で培った柔軟な対応力や、業務の効率
化を意識した実務経験を今後の仕事でも活かしたいと考えてお
ります。

現在は、第二種電気工事士の取得を目指し、電気設備の基礎
知識に加え、配線作業の実践にも励んでいます。

新たな環境でも研鑽を積み、即戦力として貢献できるよう努力
を重ねてまいります。

男

普通自動車運転免許
フォークリフト運転技能講習
大型自動車第一種免許
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育
日本情報処理検定協会日本語ワープロ検定3級
訪問介護員2級

接客販売（1年2ヶ月）
営業職（2年）
倉庫業（2年）

5 釧路市 34



ＮＯ.4

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

電気システム科　　　（令和7年2月3日入所、令和7年7月25日修了）

住　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

電気
・

消防関連

正社員

7 釧路町 27 男

普通自動車運転免許
ガス溶接技能講習
低圧電気取扱に係る特別教育（開閉器操作のみ）

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
に係る特別教育
日本情報処理検定
ホームページ作成検定2級
CS技能評価検定2級ワープロ技士
CS技能評価検定2級表計算技士
認知症介護基礎研修

接客業（5年11ヶ月）
介護職（2年）

インフラ整備の仕事は、人々の暮らしを支えるうえで無くてはな
らない仕事と考えます。私は、工業高校出身で学生時代は溶
接・施盤等について学んできました。

卒業後は、異業種である接客や介護という対人職に就いており
ましたが、改めて、電気や消防の職種に就きたいと思い、現在
はポリテクセンターの電気システム科において、電気工事や防
災設備、シーケンス制御に関する知識や技能を習得するため
の訓練に励んでいます。

第二種電気工事士と消防設備士の資格取得を取得して、関連
した仕事に就き、使命感と責任感を持ってしっかり取り組みた
いと思っています。



ＮＯ.1

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

事務職

正社員

事務職

契約
パート

アルバイト

一般事務
介護・福祉

正社員

釧路市4 42 男

CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士
全商電卓計算能力検定2級
全商コンピュータ利用技術検定2級
全商ワープロ実務検定3級
日商簿記検定3級
全商簿記実務検定2級
登録販売者
調理師免許
保育士資格・幼稚園教諭二種免許状
介護福祉士
3級ファイナンシャル・プランニング技能士

介護支援員（5年）
国家公務（4年）

私の強みは、真面目にコツコツと仕事をこなせるように努力することです。現
在、日商簿記2級合格に向けて学んでおります。

介護職では、学校で学んだ介護・福祉の知識を活かし、利用者様のことを第
一に考え仕事をして参りました。事務職の経験はありませんが、これまで培っ
たスキルや経験とポリテクセンターで習得したスキルを掛け合わせ、さらなる
高みを目指して仕事に邁進して参ります。

2 57 男

普通自動車運転免許
CS技能評価試験3級表計算技士
全商簿記実務検定3級
3級ファイナンシャル・プランニング技能士
全商珠算検定2級
損害保険募集人
大型自動車第二種運転免許
牽引自動車第一種運転免許
乙種第4類危険物取扱者

金融保険業（24年5ヶ月）
小売業（10年9ヶ月）
運輸業（8ヶ月）
一般事務（2年7ヶ月）

事務職として27年以上勤務し、そのうち24年は金融保険業務に携わりまし
た。これまでの接客経験を通じて、コミュニケーションを学んできました。丁寧
に話を聞き、相手を知ることを心がけています。

保険に関する知識を活かし、事務職での再就職に繋げたいと願っておりま
す。

釧路市

釧路市

1 30 男

中型自動車運転免許
CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士
第二種電気工事士
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
足場の組立て等作業従事者技能講習
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

プラント設備管理（2年）
冷凍・空調設備（2年）

前職では施工管理、営業、経理など幅広い業務を経験しました。そこで培った
様々なスキル・能力は、事務職においても大いに活かすことが出来ると考え
ています。

今後は事務・内勤業務を通じて、「会社の運営を支える立場」として貢献して
いきたいと思います。

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和７年１月６日入所、令和７年６月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）



ＮＯ.2

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和７年１月６日入所、令和７年６月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

拘らない

正社員

事務職
介護系

正社員

事務職

正社員

9 39 女

中型自動車運転免許
CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験3級表計算技士
運行管理者基礎講習修了
食物調理技術検定３級
被服製作技術検定3級

事務職（17年）
コールセンター（2年）
解体工事（1年）

私は、約17年間の事務職経験と約2年間のコールセンター勤務を通じて、正
確さとスピードを両立した事務処理能力、そして円滑なコミュニケーション力を
身に付けてきました。

明るく前向きな性格で、職場でも「話しかけやすい」と言われることが多く、
チームの雰囲気作りにも貢献してきました。また、パソコン操作には自信があ
り、資料作成やデータ入力なども得意です。

現在は、さらなるスキルアップのために簿記の勉強にも取り組んでおり、今後
は経理補助などの分野でも力を発揮していきたいと考えています。

釧路市

釧路市

7 53 女

普通自動車運転免許
CS技能評価試験3級ワープロ技士
CS技能評価試験3級表計算技士
准看護師免許

看護（25年）
事務職（2年）

私の強みは、長年、医療現場に従事し培った「思いやり」や「傾聴力と共感
力」、「観察力とコミュニケーション力」です。何事にも意欲的に取り組み実行
する行動力があり、各種セミナーにも進んで参加し前向きな努力を続けており
ます。

人生経験も豊かになり、周囲や仕事に対して真面目で几帳面なだけでなく、
順応性と柔軟性も身につけて参りました。

事務職での更なるスキルアップを目標に職業訓練センターに入所し、自己理
解と可能性を広げております。現在、勉強と仕事の両立、新たな人との出会
いを楽しみながら様々なことに挑戦し、忙しい中にも充実した時間を過ごして
おります。

6 52 女

普通自動車運転免許
CS技能評価試験3級ワープロ技士
CS技能評価試験3級表計算技士
大型自動車第一種免許
大型特殊自動車免許
車両系建設機械運転技能講習（整・運・積・掘）
車両系建設機械運転技能講習（解体用）
フォークリフト運転技能講習
玉掛け技能講習
ショベルローダー等運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習

接客（7年1ヶ月）
運転（11年7ヶ月）
オペレーター（11年11ヶ月）

前職の運送業と接客業を通じて、効率的な時間配分と臨機応変な対応力を
身につけました。

状況を的確に判断しながら業務を進める力は、事務職においてもスケジュー
ル管理や正確性を求められる業務で活かせると考えています。

釧路市



ＮＯ.3

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和７年１月６日入所、令和７年６月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

事務職

正社員
パート

事務職

正社員

事務職

正社員
パート

釧路町15 48 女

普通自動車運転免許
CS技能評価試験3級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士
介護事務管理士
介護福祉士
視覚障害者移動介護従業者養成研修課程
全身性障害者移動介護従業者養成研修課程
介護職員基礎研修課程
認知症介護実践研修（実践者研修）修了

総務・経理事務（13年）
介護職（13年）

介護職を通じ、傾聴力と観察力が身につきました。情報を共有しチーム一丸
となって協力しながら、今必要なこと、先を予測して準備し、取組んできまし
た。特に利用者さまの薬の管理は、確認作業を怠らず間違いのないよう細心
の注意を払いました。

また、経理職では現金出納を任されるなど、常に責任を持って正確に業務を
遂行して参りました。

現在、ポリテクセンターでパソコンの知識や技能を身に付け、ワープロと表計
算の資格を取得しました。これからも、誠実に業務を果たして参ります。

12 42 女

普通自動車運転免許
日商簿記検定3級
全経簿記検定3級
CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士
看護師免許
硬筆書写技能検定3級
全経電卓計算能力検定1級

看護師（18年）
一般事務（1年）

18年間の看護経験を通じて、的確な判断力、丁寧で柔軟なコミュニケーション
力、細やかな気配りを学んできました。これらは事務職においても大きな強み
になると考えています。

これまでの経験を活かし、周囲を支える事務職として貢献していきたいと考え
ています。

釧路市

釧路市

11 64 女

普通自動車運転免許
CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士

金融事務（6年）
一般事務（30年）

事務員として30年の勤務経験があります。丁寧で正確な仕事を心掛け、電話
対応、書類作成、請求書作成、営業サポートなどの様々な業務を任せてもら
いました。

明るく真面目な性格で、周囲とのコミュニケーションも大切にしながら仕事を続
けて参りました。

「目配り」「気配り」「心配り」をはじめ長年の事務職経験を活かし、再就職を目
指しております。



ＮＯ.4

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和７年１月６日入所、令和７年６月３０日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

拘らない

正社員

拘らない

正社員
派遣
パート

釧路市17 27 女

普通自動車運転免許
CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士
日本情報処理検定文書デザイン検定試験3級

警備（2年8ヶ月）
接客販売（2年10ヶ月）

明るい性格で、人見知りをせず誰とでも積極的にコミュニケーションが取れる
ことが私の強みです。20年に亘るガールスカウト活動を通じて、継続力と協調
性を身につけました。積極的にボランティア活動に参加し、地域の清掃活動
や高齢者施設での交流などを経験する中で、相手の立場に立って行動する
大切さを学びました。

こうした経験から、初対面の方ともすぐ打ち解け、相手に安心感を与える対応
が出来ると自負しています。これからも持ち前の明るさと行動力を活かし、再
就職に繋げたいと考えています。

16 35 女

普通自動車運転免許
CS技能評価試験2級ワープロ技士
CS技能評価試験2級表計算技士
日本漢字能力検定2級

歯科助手・事務（16年） 新しいことを吸収することが好きで、自ら進んで知識やスキルを学び続けてい
ます。課題に直面した時も粘り強く取組み、理解できるまで努力を惜しみませ
ん。これまでの経験や知識を伸ばしつつ、未経験の分野にも挑戦し、自主的
に資格を取るなどし、努力しています。今後もこの姿勢を活かし、常に成長し
続ける人材として貢献していきたいと考えております。

他にも、人への接し方を大切にしており、常に丁寧な対応を心がけています。
特に患者様に対しては、安心して診療していただくため、分かりやすく診療説
明し、相手への思いやり、相手の気持ちになって考え対応する接し方を心掛
けてきました。

このような過去の経験から相手の気持ちに寄り添い、どのような方にも分け
隔てなく、優しく、懇切丁寧に接することを心がけ、これからの仕事に活かして
いきたいです。

釧路町



No.

年  月 日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　北海道支部
北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター（ポリテクセンター釧路）訓練課　あて

TEL：0154-57-5938　FAX：0154-57-8130
ご担当者名

※「ポリテク釧路求人票」を送付される場合は、「自己申告書」も併せてご提出ください。 TEL

FAX

公開する科名にチェックを付けてください。

※ 指名求人 は指名された者が応募を希望した場合、必ず面接を実施してください。

人材情報発行号 修了予定月 訓 練 科 整理番号 住所 年齢 受付日 配付日 回答日

1 令和   年度 第  号  月修了

2 令和   年度 第  号  月修了

3 令和   年度 第  号  月修了

4 令和   年度 第  号  月修了

5 令和   年度 第  号  月修了

ポリテクセンター釧路

氏 名

〒

セ ン　タ　ー　処　理　欄

〇  訓練科の受講者全員  に求人を公開する場合、

〇  受講者指名求人  を行う場合、 下表の太枠内  に必要事項をご記入ください。

□建設荷役車両運転科、□電気システム科、□ビジネスワーク科 住   所 

E・mail

企業様回答日

「ポリテクセンター釧路」求人申込書

貴 社 名

〇「ハローワーク求人票」 または  求人番号   -  -
 若しくは 「ポリテク釧路求人票」 と併せて送付願います。

※ 求人票の有効期間につきましては、受付年月日から３ヶ月間とさせていただきます。
求人を継続する場合は、改めて求人申込書及び求人票をご提出ください。



（ポリテク釧路様式１）

受付年月日 求人整理番号
＊センター記入欄 ＊センター記入欄

１　求人事業所 ３　賃金・手当

円 ～ 円

事
業
所
名

〒
※（固定残業代がある場合はa+b+c）

フリガナ

就
業
場
所

賃
 
金

月額（a+b）

基
本
給

（
a

）

基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数 （ 日 )

円 ～ 円

円 ～ 円

手当 円

～ 円
ホームページ 受動喫煙対策　　

［ ］

］
定
額
的
に
支
払
わ

れ
る
手
当

（
b

）

手当 円

［ ～ 円

手当

仕
事
内
容

年
齢

年齢制限

２　仕事内容

固
定
残
業
代

（
c

）

マ
イ
カ
ー

通
勤

転
勤
の

可
能
性

職
種

手当 円 ～ 円

所
在
地

〒

そ
の
他
手
当
付
記

事
項

（
d

）

［ ] 

［ ］駐車場

学
歴 ［ ］
必
要
な

経
験
等

年齢制限該当事由

円

［ ］
賃
金
形
態
等

円 ～

雇
用
形
態

その他内容 ［ ］
［正社員以外の名称　 ］

円
正社員登用　

正社員登用の実績（過去３年間）
賃
金

締
切
日［ ］ 必

要
な
免
許
・
資
格

必
要
な

P
C
ス
キ
ル

通
勤

手
当

派
遣
・

請
負
等

就業形態
賃
金

支
払
日

労働者派遣事業の許可番号

雇
用
期
間

円 ～ 円 （前年度実績）
試
用
期
間

試用期間 期間

昇
給

（前年度実績 ）

金額 1月あたり

（前年度実績）

月額

※事業主の方：本様式は、ハローワーク求人票を参考にしています。

］ 賞与月数 計 か月分

年 回 （前年度実績）試用期間中の労働条件
契約更新の条件

賞
与

（前年度実績 ）

［ ］ ［

■変更範囲 :

普通自動車運転免許

求 人 票ポリテクセンター釧路



（ポリテク釧路様式１）

事
業
所
名

４　労働時間 ６　会社の情報 ７　選考等

就
業
時
間

（１） 時 分 ～ 時

（2） 時 分 ～ 時

又は 時 分 ～

分 企
業
情
報

従業員数 人 設立年 採用
人数

分

人
募集
理由 ［ ］就業場所 人

資本金(うち女性 人 )
選考
方法

書類選考 面接 （ 回 ） 筆記試験 その他（3） 時 分 ～ 時 分 (うちパート 人 ) 労働組合

時 の間の 時間 事
業
内
容

結果
通知

即決
書類選考結果通知 面接選考結果通知

書類到着後 日以内 面接後 日以内
就業時間に関する特記事項

通知
方法

郵送 電話 Eメール その他 ［ ］

［ ］ 日時 その他 ［ ］会
社
の
特
長

選
考
場
所

〒

時
間
外
労
働
時
間

時間外労働 月平均 時間

３６協定における特別条項 役職

法人番号特別な事情・期間等
代表者名

［ ］

応
募
書
類
等

ポリテクセンター釧路紹介状 履歴書（写真添付）
就業規則 フルタイム パートタイム

職務経歴書 ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞ その他 ［ ］
送付方法

Eメール 郵送 ［ ］

休
憩

時
間

年
間

休
日
数

職務給制度 復職制度

育児休業
取得実績

介護休業
取得実績

看護休暇
取得実績

休
日
等

外国人雇用実績

郵送の送付場所

［ ］ 求人に関する特記事項 〒

６か月経過後の年次有給休暇日数 日

５　その他の労働条件等
応募書類の返戻 求人者の責任にて廃棄

加
入
保
険

雇用 労災 公災 健康 厚生
退職金共済

氏　名

入居可能住宅
単身用

退職金制度 選考に関する特記事項

［ ］財形 その他 （ ）

内線 （ ）

企
業

年
金

厚生年金基金 確定拠出年金 確定給付年金

担
当
者

部　署
定年制 再雇用制度 勤務延長

（ ） （ ）

※事業主の方：本様式は、ハローワーク求人票を参考にしています。

＜ポリテクセンター釧路お問い合わせ先＞
訓練課就職支援担当　TEL：0154-57-5938　FAX:0154-57-8130

※ポリテクセンター釧路求人票を送付していただく際は、必ずハローワークに
おける求人不受理の要件に当てはまらないことを「自己申告書」のチェック
シート各項目でご確認していただき、事業所名等記入の上併せて送付願いま
す。

世帯用

利用可能託児施設 FAX

［ ］ Eメール

［ ］ 電話番号

求 人 票ポリテクセンター釧路



a b a b a b c
是

正
し

て
か

ら
６

カ
月

が
経

過
し

て
い

な
い

。

a b

（
※

１
）

対
象

と
な

る
労

働
基

準
法

の
規

定

※
労

働
者

派
遣

法
第

4
4

条
（

第
４

項
を

除
く

）
に

よ
り

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

（
※

２
）

対
象

と
な

る
最

低
賃

金
法

の
規

定

事
業

所
所

在
地

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

代
表

者
名

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト

　
以

下
に

該
当

す
る

場
合

は
、

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

レ
点

（
「
✔

」
）

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
以

下
の

う
ち

１
つ

で
も

該
当

す
る

場
合

は
、

求
人

不
受

理
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

※
項

目
４

に
つ

い
て

は
、

求
人

不
受

理
の

対
象

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
該

当
す

る
事

業
所

に
は

職
業

紹
介

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

１
．

労
働

基
準

法
お

よ
び

最
低

賃
金

法
関

係

（
１

）
過

去
１

年
間

に
２

回
以

上
同

一
の

対
象

条
項

（
※

１
、

２
）

違
反

行
為

に
よ

り
、

労
働

基
準

監
督

署
か

ら
是

正
勧

告
を

受
け

、
当

該
違

反
行

為
を

是
正

し
て

い
な

い
。

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

送
検

後
１

年
が

経
過

し
て

い
な

い
。

　
年

　
　

月
　

　
日

　

　
私

ど
も

は
、

こ
の

求
人

申
込

み
の

時
点

に
お

い
て

、
職

業
安

定
法

に
規

定
す

る
求

人
不

受
理

の
対

象
に

該
当

い
た

し
ま

せ
ん

。

事
業

所
名 是

正
し

て
か

ら
６

カ
月

が
経

過
し

て
い

な
い

。

（
２

）
違

法
な

長
時

間
労

働
を

繰
り

返
し

て
い

る
企

業
と

し
て

企
業

名
が

公
表

さ
れ

、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

（
３

）
対

象
条

項
違

反
行

為
に

係
る

事
件

が
送

検
か

つ
公

表
さ

れ

自
己

申
告

書

◇
こ

の
自

己
申

告
書

に
つ

い
て

の
説

明
事

項
◇

（
１

）
以

下
の

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
の

項
目

に
１

つ
で

も
該

当
す

る
場

合
に

は
、

職
業

安
定

法
に

規
定

す
る

求
人

不
受

理
に

該
当

し
ま

す
。

（
２

）
こ

の
自

己
申

告
書

に
記

載
し

た
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

修
正

の
上

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
（

３
）

申
告

内
容

が
事

実
と

異
な

る
場

合
は

、
職

業
安

定
法

第
4

8
条

の
３

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

厚
生

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

労
働

局
長

に
よ

る
勧

告
及

び
公

表
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

休
憩

、
休

日
、

有
給

休
暇

男
女

同
一

賃
金

強
制

労
働

の
禁

止

労
働

条
件

の
明

示

賃
金

労
働

時
間

第
6

4
条

の
２

(第
１

号
に

係
る

部
分

に
限

る
)、

第
6

4
条

の
３

第
１

項
、

第
6

5
条

、
第

6
6

条
、

第
6

7
条

第
２

項

（
４

）
求

人
不

受
理

期
間

中
に

再
度

同
一

の
対

象
条

項
違

反
に

よ
り

、
労

働
基

準
監

督
署

に
よ

る
是

正
勧

告
を

受
け

て
お

り
、

そ
の

後
、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

内
容

年
少

者
の

保
護

妊
産

婦
の

保
護

規
定

第
４

条

第
５

条

第
1

5
条

第
１

項
及

び
第

３
項

第
2

4
条

、
第

3
7

条
第

１
項

及
び

第
４

項

第
3

2
条

、
第

3
6

条
第

６
項

(第
２

号
及

び
第

３
号

に
係

る
部

分
に

限
る

)、
第

1
4

1
条

第
３

項

第
3

4
条

、
第

3
5

条
第

１
項

、
第

3
9

条
第

１
項

、
第

２
項

、
第

５
項

、
第

７
項

及
び

第
９

項

第
5

6
条

第
１

項
、

第
6

1
条

第
１

項
、

第
6

2
条

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

6
3

条

内
容

最
低

賃
金

第
４

条
第

１
項

規
定（

１
）

（
２

）

（
３

）

（
４

）

(※
)送

検
後

１
年

経
過

し
た

時
点

で
、

是
正

後
６

か
月

未

満
の

場
合

に
は

、

是
正

後
６

か
月

経

過
時

点
ま

で
不

受

理
期

間
延

長



a b a b

（
※

３
）

対
象

と
な

る
職

業
安

定
法

の
規

定

※
第

3
0

条
の

２
第

１
項

を
労

働
者

派
遣

法
第

4
7

条
の

４
の

規
定

に
よ

り
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。

（
※

５
）

対
象

と
な

る
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

(雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
)の

規
定

※
労

働
者

派
遣

法
第

4
7

条
の

２
の

規
定

に
よ

り
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。

（
※

６
）

対
象

と
な

る
育

児
介

護
休

業
法

(育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
)の

規
定

※
労

働
者

派
遣

法
第

4
7

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。

a b c
（

注
２

）
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。

（
※

４
）

対
象

と
な

る
労

働
施

策
総

合
推

進
法

(労
働

施
策

の
総

合
的

な
推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
及

び
職

業
生

活
の

充
実

等
　

に
関

す
る

法
律

)の
規

定
内

容
規

定
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

防
止

に
関

す
る

雇
用

管
理

上
の

措
置

第
3

0
条

の
２

第
１

項

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

を
理

由
と

す
る

不
利

益
取

扱
い

の
禁

第
3

0
条

の
２

第
２

項
（

第
3

0
条

の
５

第
２

項
、

第
3

0
条

の
６

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

事
業

所
に

お
い

て
、

同
盟

罷
業

又
は

作
業

閉
鎖

が
行

わ
れ

て
い

る
。

３
．

そ
の

他
の

不
受

理
事

由
暴

力
団

員
（

注
２

）
に

該
当

す
る

。

法
人

の
場

合
、

役
員

の
中

に
暴

力
団

員
が

い
る

。

規
定

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

（
２

）
求

人
不

受
理

期
間

中
に

再
度

同
一

の
対

象
条

項
違

反
に

よ
り

、
①

需
給

調
整

事
業

課
（

室
）

に
よ

る
助

言
や

指
導

、
勧

告
、

②
雇

用
均

等
室

に
よ

る
助

言
や

指
導

、
勧

告
を

受
け

て
お

り
、

そ
の

後
、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

（
注

１
）

職
業

安
定

法
第

4
8

条
の

３
第

３
項

、
労

働
施

策
総

合
推

進
法

第
3

3
条

第
２

項
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
第

3
0

条
又

は
育

児
・

介
護

休
業

法
第

5
6

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
公

表
。

（
１

）
対

象
条

項
（

※
３

、
４

、
５

、
６

）
違

反
の

是
正

を
求

め
る

勧
告

又
は

改
善

命
令

に
従

わ
ず

、
企

業
名

が
公

表
（

注
１

）
さ

れ
、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

労
働

条
件

等
の

明
示

第
５

条
の

３
第

１
項

、
第

２
項

及
び

第
３

項

求
職

者
等

の
個

人
情

報
の

取
扱

い
第

５
条

の
５

内
容

２
．

職
業

安
定

法
、

労
働

施
策

総
合

推
進

法
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
　

及
び

育
児

・
介

護
休

業
法

関
係

職
業

紹
介

事
業

者
は

、
同

盟
罷

業
（

ス
ト

ラ
イ

キ
）

又
は

作
業

所
閉

鎖
（

ロ
ッ

ク
ア

ウ
ト

）
が

行
わ

れ
て

い
る

事
業

所
に

対
し

て
職

業
紹

介
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
の

で
、

該
当

す
る

場
合

は
チ

ェ
ッ

ク
を

お
願

い
し

ま
す

。

所
定

外
労

働
等

の
制

限
第

1
6

条
の

８
第

１
項

（
第

1
6

条
の

９
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
）

、
第

1
7

条
第

１
項

（
第

1
8

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
、

第
1

9
条

第
１

項
（

第
2

0
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

、
第

2
3

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
、

第
2

6
条

内
容

規
定

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合
の

義
務

、
不

利
益

取
扱

い
の

禁
止

第
６

条
第

１
項

、
第

９
条

の
３

第
１

項
、

第
1

0
条

、
第

1
2

条
第

１
項

、
第

1
6

条
（

第
1

6
条

の
４

、
第

1
6

条
の

７
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）
第

1
6

条
の

３
第

１
項

、
第

1
6

条
の

６
第

１
項

、
第

1
6

条
の

1
0

、
第

1
8

条
の

２
，

第
2

0
条

の
２

、
第

2
1

条
第

２
項

、
第

2
3

条
の

２
、

第
2

5
条

第
１

項
・

第
２

項
（

第
5

2
条

の
４

第
２

項
、

第
5

2
条

の
５

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

４
．

そ
の

他
（

求
人

不
受

理
の

た
め

の
チ

ェ
ッ

ク
項

目
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

）

暴
力

団
員

が
自

身
（

又
は

法
人

）
の

事
業

活
動

を
支

配
し

て
い

る
。

第
1

1
条

第
１

項
、

第
1

1
条

の
３

第
１

項

妊
娠

中
、

出
産

後
の

健
康

管
理

措
置

第
1

2
条

、
第

1
3

条
第

１
項

内
容

規
定

性
別

を
理

由
と

す
る

差
別

の
禁

止
第

５
条

、
第

６
条

、
第

７
条

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

、
出

産
等

を
理

由
と

す
る

不
利

益
取

扱
い

の
禁

止
第

９
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

３
項

、
第

1
1

条
第

２
項

（
第

1
1

条
の

３
第

２
項

、
第

1
7

条
第

２
項

、
第

1
8

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

等
の

防
止

に
関

す
る

雇
用

管
理

上
の

措
置

労
働

争
議

へ
の

不
介

入

求
人

等
に

関
す

る
情

報
の

的
確

な
表

示
第

５
条

の
４

第
１

項
及

び
第

２
項

第
4

2
条

の
２

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
法

第
2

0
条

秘
密

を
守

る
義

務
第

5
1

条

求
人

の
申

込
み

時
の

報
告

第
５

条
の

６
第

３
項

委
託

募
集

第
3

6
条

労
働

者
募

集
に

係
る

報
酬

受
領

・
供

与
の

禁
止

第
3

9
条

、
第

4
0

条

（
１

）

（
２

）
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